
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年第 4回東大和市議会定例会スタート 

経費削減の工夫が見られる一方、気になることも 
 ・東大和市国民健康保険税条例の 

一部を改正する条例 
   ⇒ 所得税法等の一部を改正する法律により「外国人等

の国債運輸業に係る所得に対する相互主義による
所得税等の非課税に関する法律」が一部改正され
たことによるもの。今まで市民税で分離課税されて
いた特例適用利子等の額を国民健康保険税の所
得割額の算定、軽減判定に用いる総所得金額に含
める。H29 年 1 月 1 日施行。 

 
・東大和市農業委員会委員の定数条例 

   ⇒ 報道などでも取り上げられている「農業委員会」に関
する条例の改正。「農業委員会等に関する法律」の
一部改正に伴い、市の条例の全部を改正する。こ
れまで農業委員の選出は選挙制と市長の選任制だ
ったが、今後は市議会の同意を要件とした市長の
任命制となる。また、委員の定数は今までより 1 名
減の「15 人」となる。現在の農業委員の任期は来年
の 7 月 19 日までなので、次期から適用。なお、今
まいた議会選出農業委員が 4 名は次期からは、次
期から 0 名に。 

 
  ・東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例などの一部

を改正する条例 
   ⇒ 「児童福祉法」の一部改正に伴い、市の条例の引用

条文を改正。（「第 6 条の４第 1 項」を「第 6 条の４」
に改める等） 

 
② 補正予算関係 

・一般会計：+6 億 7,497 万→総額 346 億 9,811 万円 
（主な理由等） 

   ⇒ 職員の給与改定及び人事異動に伴い、各科目の人
件費を補正。 

   ⇒障害者自立支援給付費等に係る歳入・歳出を補正
計上。 

   ⇒認証保育所等の認可外保育施設の利用者負担軽
減事業に係る歳入・歳出を補正計上。 

   ⇒生活保護費に係る歳入・歳出を増額補正。 
   ⇒中学校特別教室の冷房設備設置工事等に係る歳

入・歳出予算を補正計上。 
    （国の補正予算の成立に伴い採択された H29 年度

計画事業の前倒し＝H28 年度中に契約したものが
対象のため年度中は地方債を起債） 

   ⇒小学校体育館バスケットゴール耐震化工事（8 校
分）、第三小学校校舎外壁・建具改修工事のため
に地方債を起債。（裏面につづく） 

■議決案件１５件、報告案件２件など 
…12 月 6 日から平成 28 年第 4 回東大和市議会定例会
が始まりました。今定例会での議案等は以下のとおりで
す。市道路線廃止についてはは市議会建設環境委員会に
審議を付託しますが、それ以外の議案については質問も
出ましたが、最終的には賛成多数で可決されました。 
 
【議決案件】 
① 条例関係 

 
・東大和市組織条例の一部を改正する条例 

   ⇒来年度から「子ども生活部」を「子ども支援部」に改め
る。「子ども生活部」の中の中にあった「コミュニティ及
び消費生活に関すること」と「男女共同参画に関する
こと」「文化振興に関すること」を「市民部」に加える。 

 
  ・東大和市職員定数条例の一部を改正する条例 
   ⇒ 来年度から市長の事務部門の職員を「390 人」から

「400 人」とし、教育委員会の事務部門の職員を「95
人」から「75 人」に。また、総数を「500 人」から「490
人」に。これは、来年度開設する新学校給食センター
の調理を外部委託することを受けてのこと。（今まで調
理は教育委員会所属の職員が担当していたため） 

 
・東大和市職員の給与等に関する条例の一部を改正す
る条例 

   ⇒ 10 月の東京都人事委員会勧告に伴い、賞与を 0.1
月上げる。来年の 6 月施行。 

 
・東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例 

   ⇒ 初任給を国の総合職と同じくし、500 円アップの
182,700 円に。扶養手当について、配偶者手当を
13,500 円から6,000円に、子に係る手当を6,000 円
から 9,000 円に。また、第一子の扶養手当を 13,500
円から 9,000 円に＝子は全て 9,000 円となる。人事
評価の目標管理の結果を勤勉手当に反映させるた
めの制度改正を行う。 

 
・東大和市税条例などの一部を改正する条例 

   ⇒ 平成 28 年度税制改正の「地方税法」の改正に伴い、
条例の一部を改正。個人市民税については、スイッ
チ OTC 薬控除（医療費控除の特例）※下記参照※
を創設。固定資産税については、再生可能エネルギ
ー発電設備に係る税額の軽減措置を設ける。また、
軽自動車税のグリーン化特例（軽減課税）は適用を 
1 年延長。 

 
 
 
 

東大和市の“今”を伝えたい・・・ 
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■気になる報告案件 
…初日の本会議では２件の報告案件がありました。 
報告案件は「専決処分」を行ったもの。専決処分とは、
本来、議会の議決・決定を経なければならない事柄に
ついて、市長が地方自治法の規定に基づいて、議会の
議決・決定の前に自ら処理することです。今回報告さ
れた専決処分は以下の２件です。 
 
① 庁用自動車の物損事故 

８月２日、庁用自動車が車と路上ですれ違う際に、相
手の車と接触し、双方車両の右側後部を損傷した物
損事故の賠償について。 
損害賠償額 52,102 円。 

 
② 中央こども広場における人身事故 

4 月 25 日に中央こども広場の防球ネットの接手に子
どもが接触した人身事故についての賠償について。 
損害賠償額 4,694 円。 
なお、中央こども広場の防球ネットの接手は改修済。 

 
…こうした物損事故等の 
損害賠償は全国公益社団 
法人全国市有物件災害共 
済会より全額補填されるた 
め、市の財源から支払われる 
というものではありません。しかしここ数年、このよ
うなことが度々報告されていることが気になります。
特に庁用自動車の物損事故は多くなっていると感じ
ます。これは、若い職員が車の運転を日常的にしてい
ない＝若者の車離れの影響と市も見ているようです
が、市の看板を背負い、業務として自動車を運転する
ということを、再度、自覚してもらう必要があると思
います。私が議員になってからの庁用車の事故は物損
事故だけですが、このような事故が頻発していると、
いつか人身事故につながるのではと懸念します。 
…また、市内の公園の設備による事故も以前も報告さ
れました。（その際は、人身ではなく眼鏡が壊れたと
いうもの）東大和市の公園の遊具などの設備は老朽化
しているものが多く、そのリニューアルも含め、今、
公園の特色化の計画を進めているところですが、今回
のような事故が発生した場合は、市内全域の公園の点
検を行うべきです。 
…『賠償金で市の懐は痛まない』などという意識の職
員が一人もいないように、市の看板を背負って業務に
あたる緊張感を再確認すべき。小さな事故は大きな事
故の前兆だと意識すべきです。 
  

・国民健康保険事業特別会計 
：+2,254 万→総額 111 億 1,903 万円 

   ⇒主な要因は高額医療費アップと協働事業拠出金のダ
ウン。 

 
・下水道事業特別会計 

：▲143 万→総額 21 億 8,978 万円 
 

・土地区画整理事業特別会計 
：▲197 万→総額 2 億 1,503 万円 

 
・介護保険事業特別会計 

：465 万→総額 62 億 7,159 万円 
 

・後期高齢者医療特別会計 
：+68 万→総額 18 億 5,422 万円 

 
■市道路線廃止は経費削減に効果 
…先に述べたように、上記以外の議決案件の「市道路線の
廃止」については、市議会建設環境委員会に審議が付託さ
れています。市道路線廃止については、廃止路線の現地を
建設環境委員会が確認し、廃止しても問題ないかなどを
確認の上、本会議で報告され、賛否が問われます。 
…今回、上がった市道路線は、湖畔 3 丁目にある 2 路線
です。これは、狭山ヶ丘幼稚園の上の東京都水道局浄水所
内の路線。通常は柵の中で、一般の人は入れない土地の中
に残された市道路線で、都立東大和公園内の一般的な交
通には使われていない路線です。 
…よくある市道路線の廃止は、昔から通路的に使われて
いた細い土地、すなわち”赤道：あかみち”的な市道を隣接
する地主に譲渡するような場合が多いのですが、今回の
この 2 路線の市道についは、東京都水道局浄水所内にあ
るため、市は東京都に譲渡します。そして、2 路線を都に
譲渡する代わりに、東京都立公園内で市が借り上げてい
る「旧日立航空機（株）変電所」と「慶性門」の用地につ
いて市が東京都に支払っていた用地借り上げ料約 350 万
円が一括免除となるとのことです。 

…市は、都立公園内にある市の文化
財などの用地借り上げ料の免除に
ついて都に交渉を重ねていていた
ようですが、東京都水道局内の不要
な市道路線を都に譲渡するという
交渉材料を持ち、市の経費削減に役
立てました。 

…財政状況が厳しい中、使われていない市道を役立てる
ような”視点”をもって工夫した今回の取り組みは、評価に
値すると思います。今後も、市全体の”無駄”と”隠れた資
産”を上手に活用していくような取り組みを進めてもらい
たいと思います。 
 

【プロフィール】１９７０年 東京都北区生まれ。／父の転勤で１歳から群馬県で育つ。幼稚園からカギっ子。リーダ
ーシップを発揮し、小学校で児童会長、中学校でも生徒会長を務める。大好きな音楽を究めようと武蔵野音楽大学に進学、
卒業。／卒業後は群馬の山奥の小学校で臨時教諭として担任を２年勤め、新しい試みで授業を活性化させ「元気印の先生」
として保護者・生徒から親しまれた。／「学校」の外の一般社会で挑戦しようとベンチャー企業の(株)シートゥーネットワ
ーク（※スーパーマーケットを経営。店頭公開から一部上場、外資系企業に転換）に社長秘書として入社。のち店舗現場に
異動、同社で初の女性店長となり、月刊誌『日経WOMAN』でのベンチャー企業で活躍する女性特集で取り上げられる。
その後、人材開発部長を拝命。／『人を活かす』経営を学ぶため一念発起しカナダに留学。外から見た日本の将来に、漠然
とした不安感じる。帰国後は、不動産投資会社にて企画業務、税理士対応、広報、社員研修、組織活性化などに従事。     
２０１１年４月、初当選。現在2 期目。顔の見える議員として、日々奮闘中 

市政、議会について「自然体」「ざっくばらん」にレポート 

「身近なようで知らなかった市政、議会。伝えることがスタートだと思います。」 

東大和市 市議会議員 

和地 ひとみ 

■ 連絡先  和地 ひとみ事務所   HP：http://www.wachi1103.jp 

wachi_hitomi@cocoa.ocn.ne.jp 【電話・ＦＡＸ】 ０４２－５１６－８５４６ 

〒207-0005 東大和市高木３－２７４－２－１０２   


